
議案第5 4号

三朝町監査委員条例等の一部改正について

次のとおり三朝町監査委員条例等の一部を改正することについて､地方自治

法(昭和2 2年法律第6 7号)第96条第1項の規定により､本議会の議決を

求める｡

平成14年6月14日

三朝町長　　　吉　田　秀　光

帝政1 4年6月19日原案可決

三朝町鼠金鼠長藤井

三朝町条例第　号

三朝町監査委員条例等の一部を改正する条例

(三朝町監査委員条例の一部改正)

第1条　三朝町監査委員条例(昭和4 5年三朝町条例第2号)の一部を次のよ

うに改正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引か

れた部分に改める｡

ー改正後 弌ﾉ�9���

(職員の賠償責任の決定等) 忠�X醜,ﾉHX��9D8,ﾈﾈ�.�9鋳�

第11条監査委員は､法第243条の2 ��c����ｬHﾛ��X,ﾚId��c#C8��,ﾃ"�

第3項の規定による賠償責任の有無 ��c8ﾘ�,ﾈｴｹ.�,�.h.僣X��9D8,ﾉtﾉk2�

及び賠償額の決定を求められたとき 亶�-�HX�ｧｨ,ﾈﾈ�.�/�ｸ�-�.x.ｨ+ﾘ,h*ｲ�

は､その日から10日以内に､国会盈 �,ﾚH+ｸ,ﾉ?ｨ*�.s��?ｨ潔>�,唏ﾙ�檠^b�

旦塁の規定による意見を求められた �%Y}ｸ,ﾈｴｹ.�,�.h.�8ﾊ�/�ｸ�-�.x.ｨ+ﾒ�
ときは､その日から20日以内に町長 �,h*ｸ,ﾚH+ｸ,ﾉ?ｨ*�.s#�?ｨ潔>�,�*ﾉ+r�

に通知又は提出しなければならな �,�,ｩ&ﾙiH,ﾙ/��+X,�*�.ｨ,�,�.x,��

いo �*&��

(三朝町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

第2条　三朝町水道事業の設置等に関する条例(昭和4 3年三朝町条例第1 0

号)の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引か



れた部分に改める｡

改正後 弌ﾉ�9���

(議会の同意を要する賠償責任の免 宙ｶ8檍,ﾉ:�8/�wh+x.僣X��9D8,ﾉlb�

除) 傚ﾂ��

第6条法第34条において準用する均 ��ch��d��c3H��,�*�*(,H��w�+x.�&��
方自治法(昭和22年法律第67号) 兩ｸ齪��d�胤ｩ��#)D馘�zY�ccxﾘb��

第243条の2第8項の規定により水 ��c#C8��,ﾃ)�cHﾘ�,ﾈｴｹ.�,�.h.��R�

道事業の業務に従事する職員の賠償 �;倬hｼh,ﾈｼik�,偖ﾘ馼+x.��X醜,ﾉHX��

責任の免除について議会の同意を得 ��9D8,ﾉlh�,�,(*(,Hｶ8檍,ﾉ:�8/�;��

なければならない場合は､当該賠償 �,�*�.ｨ,�,�.x,�*(�ｨﾘx,ﾚI9h･僣X��

責任に係る賠償額が10万円以上で ��9D8,佛x.僣X�ｧｨ*｣��iﾈ苓決�8,X*��

ある場合とするo �.��ｨﾘx,h+x.薬�

(三朝町営国民宿舎事業の設置等に関する条例の一部改正)

第3条　三朝町営国民宿舎事業の設置等に関する条例(昭和4 1年三朝町条例

第3 0号)の一部を次のように改正する.

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引か

れた部分に改める｡

改正後 弌ﾉ�9���

(議会の同意を要する賠償責任の免 宙ｶ8檍,ﾉ:�8/�wh+x.處8��9D8,ﾉlb�

除) 傚ﾂ��

第6条法第34条において準用する地 ��ch��d��c3H��,�*�*(,H��w�+x.�&��
方自治法(昭和22年法律第67号) 兩ｸ齪��d�胤ｩ��#)D馘�zY�ccxﾘb��

第243条の2第8項の規定により国 ��c#C8��,ﾃ)�cHﾘ�,ﾈｴｹ.�,�.h.異��

民宿舎事業の業務に従事する職員の 冕�溢倬hｼh,ﾈｼik�,偖ﾘ馼+x.��Y��,ﾂ�

賠償責任の免除について議会の同意 僣X��9D8,ﾉlh�,�,(*(,Hｶ8檍,ﾉ:�2�

を得なければならない場合は､当該 �/�;�,�*�.ｨ,�,�.x,�*(�ｨﾘx,ﾚI9h･��

賠償責任に係る賠償額が10万円以 僣X��9D8,佛x.僣X�ｧｨ*｣��iﾈ苓決�2�
上である場合とするo �,X*�.��ｨﾘx,h+x.薬�

附　則

この条例は､平成1 4年9月1日から施行する｡


